※本テンプレートは普通借家契約の合意更新を主構成としています。定期借家契約の場合、法的に更新は認められないため、本テンプレートではなく新たな賃貸借契約書(再契約)を作成してください(別添「定期借家終了通知書」「借地借家法第38条第3項事前書面」を参考にしてください)。2020年4月の民法改正により、個人連帯保証は極度額を定めないと無効となるため、第8条(連帯保証)を必ず適切に設定してください。賃貸借契約更新合意書は印紙税不要です。

賃貸借契約更新合意書
甲の正式名称または氏名、乙の正式名称または氏名、および丙の正式名称または氏名は、甲乙間で[YYYY年MM月DD日]付けで締結した賃貸借契約(以下「原契約」という。)に基づく賃貸借契約について、その期間満了に際し、以下のとおり更新することに合意し、本更新合意書(以下「本合意書」という。)を締結する。

第1条(更新の合意)
1. 甲および乙は、原契約に基づく賃貸借契約(以下「本賃貸借」という。)を、本合意書の各条項に従い、合意更新するものとする。
1. 連帯保証人(丙)は、本合意書による更新後の本賃貸借に関し、引き続き乙の本契約上の債務を連帯保証することに同意する。
第2条(物件の表示)
本賃貸借の対象物件(以下「本物件」という。)は、原契約に定めるとおり、次のとおりとする。
	項目
	内容

	所在地
	[所在地]

	建物名称
	[建物名称(マンション名等)]

	部屋番号
	[部屋番号]

	種類・構造
	[居宅/事務所等・木造/RC造等]

	床面積
	[○○.○○]㎡


第3条(更新後の契約期間)
本賃貸借の更新後の契約期間は、[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]までの[2年間]とする。
第4条(賃料・共益費)
1. 本賃貸借の更新後の賃料および共益費は、次のとおりとする。
1. 賃料(月額):金[金額]円(消費税別)
1. 共益費(月額):金[金額]円(消費税別)
1. 賃料・共益費合計(月額):金[金額]円(消費税別)
1. 前項の賃料・共益費は、原契約からの変更を伴う場合、その改定理由は[借地借家法第32条第1項に基づく経済情勢変動/近隣相場との比較不相当/その他甲乙協議]によるものとする。
1. 賃料・共益費の支払時期・方法は、原契約の定めに従う。
第5条(敷金)
1. 乙が原契約に基づき甲に預託した敷金(金[金額]円)は、引き続き本合意書による更新後の本賃貸借の敷金として継続預託する。
1. 追加敷金の預託は[要しない/必要(追加金額:金[金額]円)]とする。
1. 敷金の取扱いは、民法第622条の2その他関係法令および原契約の定めに従う。
第6条(更新料)
1. 乙は甲に対し、本更新の対価として、更新料として金[金額(賃料2か月分相当額)]円(消費税別)を支払うものとする。
1. 前項の更新料は、本合意書締結後[14]日以内に、甲の指定する銀行口座に振込支払いするものとする。振込手数料は乙の負担とする。
第7条(更新事務手数料)※必要に応じて
1. 乙は、本更新に関連する事務手数料として、金[金額]円(消費税別)を、管理会社[管理会社名]の指定する銀行口座に支払うものとする。
1. 前項の事務手数料は、本合意書締結後[14]日以内に支払うものとする。
第8条(連帯保証)
1. 連帯保証人(丙)は、本合意書による更新後の本賃貸借に基づく乙の甲に対する一切の債務(賃料・共益費・更新料・原状回復費用・損害金等を含む)を、乙と連帯して保証する。
1. 前項の連帯保証の極度額は、金[家賃24か月分相当額]円とする(民法第465条の2第1項に基づく個人根保証契約の極度額)。
1. 丙は、本合意書締結に際し、自己の財産・収支の状況、他に負担する債務の有無等を乙に通知し、また甲に対しても説明したことを確認する(民法第465条の10)。
1. 丙は、自己の責に帰すべからざる事由により本連帯保証を継続できない場合、甲乙に対し速やかに通知するものとし、必要に応じて代替の連帯保証人の選定について甲乙と協議する。
第9条(その他条件変更)
1. 本合意書による更新に伴い、原契約の以下の条項を変更する。
1. [変更する条項の番号]:[変更前の内容] → [変更後の内容]
1. [変更する条項の番号]:[変更前の内容] → [変更後の内容]
1. 前項に明示のない事項については、原契約の定めから変更しない。
第10条(原契約の継続的効力)
本合意書に定めのない事項については、原契約の各条項がそのまま継続的に適用される。本合意書の各条項は、原契約の対応条項を更新または変更するものとし、変更されない原契約の各条項は引き続き有効とする。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 甲、乙および丙は、自己および自己の役員・従業員・関係者等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを、本合意書締結時点において改めて表明し、保証する。
1. 前項に違反した者がある場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本合意書および原契約に基づく本賃貸借を解除することができる。
第12条(合意管轄・準拠法・協議事項)
1. 本合意書に関して生じた紛争については、[本物件の所在地を管轄する地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 本合意書は、日本法を準拠法とする。
1. 本合意書に定めのない事項または本合意書の解釈に疑義が生じた事項については、甲、乙および丙が誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
末尾署名欄
本合意書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲・乙・丙が記名押印または電子署名の上、各自1通を保有する。
(連帯保証人がいない場合は、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有するものとします。)
(電子契約により締結する場合は、本項を「本合意書の成立を証するため、本書を電磁的記録として作成し、甲・乙・丙が電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」に置き換えてください。電子契約での締結時も印紙税は不要です。)
[YYYY年MM月DD日]
(甲・賃貸人) 住所:[甲の住所] 氏名/名称:[甲の正式名称または氏名] (法人の場合:代表者役職・氏名) 印
(乙・賃借人) 住所:[乙の住所] 氏名:[乙の氏名] 印
(丙・連帯保証人) 住所:[丙の住所] 氏名:[丙の氏名] 印 連帯保証の極度額:金[金額]円

別添1「定期借家終了通知書」(雛形・定期借家の場合)
(注:定期借家契約は、本テンプレート(更新合意書)では更新できません。期間満了による終了通知を行い、別途新たな定期借家契約書を作成する必要があります。借地借家法第38条第6項により、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対し終了通知を行う義務があります。)

定期借家契約終了通知書
[YYYY年MM月DD日]
[借主氏名] 殿
[貸主の正式名称または氏名] 住所:[貸主の住所]
下記の定期借家契約は、契約期間の満了により、終了することを通知いたします。
	項目
	内容

	原契約締結日
	[YYYY年MM月DD日]

	物件の表示
	[所在地・部屋番号]

	契約期間
	[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]まで

	契約終了日
	YYYY年MM月DD日


本通知は、借地借家法第38条第6項に基づき、契約終了の1年前から6か月前までの間に行うものです。
期間満了後の再契約をご希望の場合は、本通知到達後[○か月以内]に貸主までご連絡ください。なお、再契約は新たな定期借家契約として、別途契約書を作成いたします。
[貸主の正式名称または氏名] 代表者:[代表者役職・氏名] 印

別添2「借地借家法第38条第3項事前書面」(雛形・定期借家の再契約用)
(注:定期借家契約を新たに締結する場合、契約書とは別に、本書面の交付が必須です。これを怠ると、定期借家契約が無効となり、普通借家として扱われます。)

定期建物賃貸借契約に関する事前説明書面(借地借家法第38条第3項)
[YYYY年MM月DD日]
[借主氏名] 殿
[貸主の正式名称または氏名] 住所:[貸主の住所]
本書面は、借地借家法第38条第3項に基づき、定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)を締結するに先立ち、契約の更新がない旨を貴殿に対し書面により説明するものです。
1. 本契約の類型
本契約は、借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約(定期借家契約)である。
2. 契約の更新
本契約には、更新がない。契約期間の満了をもって、本契約は確定的に終了する。
3. 期間満了後の取扱い
期間満了後も借主が本物件を継続使用する場合、貸主と借主との間で新たな定期借家契約(再契約)を別途締結する必要がある。
4. その他
本契約に関するご質問・ご不明点は、下記までお問い合わせください。
[貸主の正式名称または氏名] 代表者:[代表者役職・氏名] 印 連絡先:[電話番号・メールアドレス]

借主受領確認
私は、本書面の交付を受け、本契約が定期借家契約であり、更新がない旨を理解した上で、定期借家契約を締結することに同意します。
[YYYY年MM月DD日] 住所:[借主の住所] 氏名:[借主の氏名] 印

印紙税に関する注記
紙の書類として交付する場合
賃貸借契約更新合意書は、印紙税法上の課税文書に該当しません(不課税)。賃貸借契約更新合意書は、原契約の補充的合意であり、印紙税法別表第一の各号文書のいずれにも該当しないためです(土地賃貸借の場合は第1号の2文書に該当する可能性がありますが、建物賃貸借は非該当)。
電子契約として締結する場合
電子契約・電子締結の場合も印紙税は不要です。電子化することで、不動産管理会社にとって大量の更新業務を効率化できます。

テンプレート利用上の注意
· 本テンプレートは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士・宅地建物取引士にご相談ください。
· 本テンプレートは普通借家契約の合意更新を主構成としています。定期借家契約の場合、法的に更新は認められないため、本テンプレートではなく新たな賃貸借契約書(再契約)を作成してください(別添を参考)。
· 法定更新(借地借家法第26条第1項)を回避するため、期間満了前に必ず本合意書を締結してください。法定更新が発生すると「期間の定めなし」の賃貸借となり、将来の終了が困難になります。
· 第8条(連帯保証)の極度額は、2020年4月民法改正(民法第465条の2)の必須項目です。極度額の定めがない個人連帯保証は無効となります。家賃24〜36か月分が実務上の相場です。
· 第6条(更新料)は、原契約に更新料の定めがある場合のみ発生します。最高裁H23.7.15判決により、賃料2か月分程度なら消費者契約法上有効とされていますが、それを超える金額は無効リスクが高まります。
· 第4条(賃料・共益費)の改定は、借地借家法第32条第1項の賃料増減請求権に基づくものとして、合理的根拠を明示してください。急激な大幅増額は社会通念上認められにくいため、慎重に判断してください。
· 第10条(原契約の継続的効力)により、本合意書で明示的に変更しない事項は原契約のまま継続します。安易に削除しないでください。
· 連帯保証人がいない契約(機関保証等)の場合、本テンプレートの「丙」関連記載・第1条第2項・第8条全体を削除してください。
· 連帯保証人が法人の場合、第8条第2項(極度額)・第3項・第4項の規定を調整してください(法人連帯保証は極度額不要)。
· 定期借家契約の場合、期間満了の1年前から6か月前までの終了通知(借地借家法第38条第6項)が必須です。別添1「定期借家終了通知書」を活用してください。
· 定期借家の再契約時は、借地借家法第38条第3項の事前書面の交付が必須です。別添2を活用してください。
· 電子契約として締結する場合、末尾署名欄の文言を電子契約用に置き換えてご利用ください。電子契約では印紙税は不要です。
· 不動産管理会社で大量の更新業務を行う場合、電子契約サービスのリマインド機能・大量送信機能の活用により、法定更新リスクを大幅に低減できます。
· 本テンプレートの利用により発生した一切の責任について、ムスビサインは負いかねます。最終的な内容確認は利用者の責任で行ってください。

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。
本テンプレートは2026年5月時点の法令・実務慣行・判例に基づき作成しています。法令改正により内容が陳腐化する可能性があるため、最新版の確認をおすすめします。
